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甲

佐

町

こ
う

さ

ま
ち

（役 場）

一 
 

概 

況

二 
 

町
名
の
由
来

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
で
は
、
当
地
域
に
つ
い
て
は
、

昔
の
甲
佐
郷
全
体
が
合
併
し
た
の
で
、
郷
名
を
と
り
「
甲
佐
町
」
を
そ
の
ま
ま
町
名
と
し
た
。

 
 

熊
本
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
す
る
、
人
口
一
一
、
一
八
一
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面

積
約
五
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
町
で
あ
る
。
北
か
ら
東
は
御
船
町
に
、
南
は
美
里
町
に
、
西

は
熊
本
市
、
南
西
は
わ
ず
か
に
宇
城
市
に
、
そ
れ
ぞ
れ
接
し
て
い
る
。
東
に
甲
佐
岳
（
七
五
三

メ
ー
ト
ル
）
を
有
し
、
宮
崎
県
境
を
な
す
九
州
山
地
に
源
を
発
す
る
緑
川
の
清
流
が
町
の
中
央

を
貫
流
し
、
龍
野
川
、
坂
谷
川
が
合
流
し
て
い
る
。
緑
川
流
域
は
水
田
地
帯
と
な
っ
て
い
る
が
、

東
部
は
山
岳
地
帯
、
南
部
及
び
北
部
は
そ
れ
ぞ
れ
乙
女
台
地
、
御
船
台
地
を
な
し
て
畑
地
帯
と

な
っ
て
い
る
。

 
 

産
業
と
し
て
は
、
緑
川
の
恩
恵
を
受
け
た
肥
沃
な
大
地
で
、
主
に
米
、
野
菜
、
花
き
、
庭
木

の
生
産
が
行
わ
れ
、
中
で
も
ニ
ラ
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
菊
、
ク
ジ
ャ
ク
草
の
生
産
が
盛
ん
で

あ
る
。

 
 

交
通
面
で
は
、
町
を
南
北
に
縦
断
す
る
国
道
四
四
三
号
を
主
軸
と
し
て
、
県
道
が
各
方
面
に

派
生
し
、
定
期
バ
ス
の
運
行
も
あ
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
景
勝
の
地
「
清
正
公
山
」
、
加
藤
清
正
公
の
緑
川
治
水
工
事
の
一
つ
で

あ
る
鵜
の
瀬
堰
は
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
完
成
し
て
い
る
が
、
大
変
な
難
工
事
で
堰
の

位
置
を
鵜
が
教
え
た
と
い
う
こ
と
か
ら
名
が
付
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
別
名
甲
佐
富
士
と
称

さ
れ
る
甲
佐
岳
、
熊
本
緑
の
百
景
に
選
ば
れ
、キ
ャ
ン
プ
場
も
備
え
た
井
戸
江
峡
な
ど
が
あ
り
、

名
物
と
し
て
は
、
竹
で
編
ん
だ
簀
に
落
ち
て
く
る
鮎
を
賞
味
で
き
る
や
な
場
、
樹
齢
七
〇
〇
余

年
を
誇
る
天
然
記
念
物
、
麻
生
原
の
き
ん
も
く
せ
い
な
ど
が
あ
る
。

 
 

主
な
行
事
と
し
て
は
、
あ
ゆ
ま
つ
り
、
産
業
文
化
祭
、
熊
本
甲
佐
一
〇
マ
イ
ル
公
認
ロ
ー
ド

レ
ー
ス
大
会
、
甲
佐
神
社
大
祭
な
ど
が
催
さ
れ
て
い
る
。
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御
船
町
、
嘉
島
町
、
益
城
町
と
の
四
町
合
併
の
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
を
叩
き
台
に
四

町
で
の
合
併
検
討
が
進
ん
だ
が
、
平
成
一
四
年
五
月
に
益
城
町
が
こ
の
枠
組
み
か
ら
の
離
脱
を

表
明
。
同
年
八
月
に
は
嘉
島
町
も
離
脱
を
決
め
、
御
船
町
及
び
甲
佐
町
が
検
討
し
た
結
果
、
二

町
合
併
推
進
で
ま
と
ま
り
、
平
成
一
四
年
一
二
月
に
は
、
二
町
で
の
任
意
協
議
会
設
置
に
漕
ぎ

着
け
た
。

 
 

そ
の
後
、
平
成
一
五
年
七
月
に
法
定
協
議
会
に
移
行
し
、
更
に
協
議
が
進
ん
だ
が
、
平
成
一

六
年
四
月
に
行
わ
れ
た
御
船
町
住
民
投
票
で
、
甲
佐
町
と
の
合
併
反
対
が
約
八
割
を
占
め
、
こ

の
た
め
二
町
合
併
は
白
紙
に
戻
り
、
そ
の
後
、
甲
佐
町
で
は
合
併
特
例
法
期
限
内
の
合
併
を
志

向
す
る
具
体
的
な
動
き
は
無
か
っ
た
。
（
第
二
編
「
上
益
城
地
域
」
参
照
）

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 

甲
佐
町

 
 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
も
と
で
は
、
一
町
八
か
村
か
ら
な
っ
て
第

九
大
区
、
第
一
小
区
に
属
し
た
が
、
明
治
八
年
地
租
改
正
に
と
も
な
う
町
村
合
併
に
よ
り
、

上
豊
内
村
と
下
豊
内
村
が
合
併
し
て
豊
内
村
と
な
り
、
そ
の
後
は
現
在
の
各
大
字
を
単
位
と

し
て
町
村
が
存
在
し
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
と
も
な
い
、
岩
下
町
、
仁
田

子
村
、
大
町
村
、
有
安
村
、
横
田
村
を
一
行
政
区
域
、
豊
内
村
、
東
寒
野
村
、
西
寒
野
村
を

一
行
政
区
域
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
戸
長
役
場
を
置
い
た
。
一
七
年
の
戸
長
役
場
区
域
の
改
正
に

よ
り
、
こ
れ
ら
八
か
町
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、
二
二
年
、
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
、
八

か
町
村
が
合
併
し
て
甲
佐
町
と
な
っ
た
。

甲
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（
二
） 

宮
内
村 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
下
で
は
、
小
鹿
、
上
揚
、
坂
谷
、
西
原
、

安
平
の
各
村
は
第
九
大
区
、
第
一
小
区
に
属
し
た
。
明
治
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
施
行

に
よ
り
、
小
鹿
村
に
戸
長
役
場
を
置
き
、
小
鹿
、
上
揚
、
坂
谷
、
西
原
、
安
平
の
五
か
村
を

一
行
政
区
域
と
し
た
。
二
二
年
、
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
こ
の
五
か
村
が
合
併
し
て
宮
内
村

と
な
っ
た
。 

（
三
） 

龍
野
村 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
下
で
は
、
第
九
大
区
、
第
一
小
区
に
属
し
、

明
治
八
年
の
地
租
改
正
に
と
も
な
う
町
村
合
併
に
よ
り
下
横
田
村
と
浅
井
村
が
合
併
し
て
下

横
田
村
と
な
り
、
上
早
川
お
よ
び
中
横
田
は
そ
れ
ぞ
れ
村
と
し
て
存
在
し
た
。
一
二
年
郡
区

町
村
編
制
法
施
行
に
よ
り
、
上
早
川
村
に
戸
長
役
場
を
置
き
、
上
早
川
村
、
中
横
田
村
、
下

横
田
村
を
一
行
政
区
域
と
し
た
。
二
二
年
、
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
、
三
か
村
が
合
併
し
て

龍
野
村
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

白
旗
村 

本
村
地
域
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
は
、
早
川
組
、
八
丁
組
に
分
か
れ
て
い
た
が
、

七
年
大
小
区
制
の
改
正
に
よ
り
第
九
大
区
、
第
二
小
区
に
編
入
さ
れ
た
。
同
年
、
地
租
改
正

に
伴
な
う
町
村
合
併
に
よ
り
下
早
川
村
、
北
早
川
村
が
合
併
し
て
早
川
村
と
な
り
、
八
丁
村
、

古
閑
村
お
よ
び
山
出
村
が
合
併
し
て
白
旗
村
と
な
っ
た
ほ
か
は
、
現
在
の
大
字
を
単
位
と
し

て
村
が
存
在
し
た
。
一
二
年
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
早
川
村
と
糸
田
村
は
二
二

年
乙
女
村
に
合
併
さ
れ
た
船
津
村
、
世
持
村
、
麻
生
原
村
と
と
も
に
一
行
政
区
域
を
な
し
、

吉
田
村
、
芝
原
村
お
よ
び
白
旗
村
は
陣
村
と
と
も
に
一
行
政
区
域
を
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
戸
長

役
場
を
置
い
た
。
一
七
年
の
戸
長
役
場
区
域
改
正
に
よ
り
、
白
旗
、
糸
田
、
吉
田
、
芝
原
、

早
川
の
五
か
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、
糸
田
村
に
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
二
二
年
町
村

制
の
施
行
に
と
も
な
い
、
こ
の
五
か
村
が
合
併
し
て
白
旗
村
と
な
っ
た
。 

（
五
） 

乙
女
村 

本
村
地
域
は
旧
藩
時
代
甲
佐
手
永
惣
庄
屋
の
支
配
を
受
け
て
い
た
。
明
治
四
年
一
一
月
の

府
県
大
廃
合
の
時
、
本
村
地
域
の
大
部
分
は
熊
本
県
に
入
っ
た
が
、
中
山
村
、
南
三
箇
村
は

豊
田
の
荘
で
あ
っ
た
た
め
、
下
益
城
郡
に
入
り
八
代
県
と
な
っ
た
。 

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制
の
下
で
は
第
九
大
区
、
第
二
小
区
に
属
し
同

年
の
地
租
改
正
に
伴
な
う
町
村
合
併
に
よ
り
和
田
内
村
、
上
田
口
村
、
下
田
口
村
が
合
併
し

田
口
村
と
な
り
、
現
在
の
各
大
字
を
単
位
と
し
て
村
が
存
在
し
た
。
一
二
年
の
郡
区
町
村
編

制
法
施
行
に
よ
り
本
村
地
域
は
、
早
川
村
に
戸
長
役
場
を
置
く
早
川
村
、
船
津
村
、
世
持
村
、

麻
生
原
村
を
一
行
政
区
域
と
、
南
三
箇
村
（
三
箇
村
元
甲
佐
郷
）
に
戸
長
役
場
を
置
く
南
三

箇
村
、
津
志
田
村
、
中
山
村
、
府
領
村
、
田
口
村
を
一
行
政
区
域
と
す
る
戸
長
役
場
区
域
に

二
分
さ
れ
た
。 

一
七
年
戸
長
役
場
区
域
の
改
正
に
よ
り
初
め
て
こ
れ
ら
八
か
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、

津
志
田
村
に
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
二
二
年
町
村
制
の
施
行
に
伴
な
い
八
か
村
が
合
併
し

て
乙
女
村
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
に
は
各
地
で
町
村
合
併
の
必
要
性
が
論
ぜ
ら
れ
、
上
益
城
郡
に

お
い
て
も
、
町
村
長
会
お
よ
び
議
長
会
で
検
討
が
な
さ
れ
た
が
、
甲
佐
地
区
は
、
町
村
長
案
、

議
長
案
と
も
に
、
甲
佐
町
、
宮
内
村
、
龍
野
村
、
白
旗
村
お
よ
び
乙
女
村
の
五
か
町
村
合
併
案

が
多
数
意
見
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
少
数
意
見
と
し
て
甲
佐
、
龍
野
、
宮
内
の
三
か
町
村
と
白
旗
、

乙
女
の
二
か
村
合
併
に
区
分
す
る
案
、
さ
ら
に
白
旗
、
乙
女
二
か
村
に
御
船
地
区
の
豊
秋
村
ほ

か
二
か
村
組
合
を
含
む
案
が
あ
っ
た
が
、
町
村
合
併
促
進
法
施
行
後
、
県
は
、
五
か
町
村
合
併

案
を
県
の
合
併
試
案
と
し
て
発
表
し
た
。 

こ
の
た
め
、
甲
佐
地
区
で
は
、
こ
の
県
試
案
に
基
づ
き
、
翌
二
九
年
四
月
合
併
を
目
標
に
合

併
促
進
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、
合
併
事
務
が
進
め
ら
れ
た
が
、
白
旗
村
の
下
白
旗
お
よ
び
乙
女

村
の
下
乙
女
地
区
の
住
民
は
、
町
部
と
の
合
併
を
き
ら
い
、
緑
川
中
学
校
組
合
を
組
織
し
て
い

る
白
旗
、
乙
女
、
豊
秋
列
村
の
三
か
村
に
よ
る
純
農
村
の
み
の
合
併
を
主
張
し
て
甲
佐
町
な
ど

五
か
町
村
合
併
に
強
く
反
対
し
た
た
め
、
協
議
会
は
合
併
予
定
を
延
期
し
て
調
整
を
図
っ
た
。 

一
方
、
甲
佐
、
宮
内
、
龍
野
の
三
か
町
村
で
は
、
合
併
の
趣
旨
に
賛
成
し
て
、
一
日
も
早
く

合
併
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
白
旗
、
乙
女
両
村
が
反
対
す
れ
ば
、
三
か
町
村
の
み
の
合
併
も
や

む
を
え
ぬ
と
強
く
合
併
を
推
進
し
た
。
そ
の
後
五
か
町
村
合
併
は
さ
ら
に
遅
れ
、
次
の
目
標
の

一
一
月
一
日
発
足
も
お
流
れ
に
な
っ
た
の
で
、
乙
女
村
は
一
応
責
任
を
負
っ
て
五
か
町
村
合
併

協
議
会
を
脱
退
し
た
。 

そ
こ
で
、
他
の
四
か
町
村
は
、
乙
女
村
を
加
え
な
い
で
三
〇
年
一
月
一
日
発
足
を
め
ざ
し
て

合
併
事
務
を
急
い
だ
が
、
乙
女
村
当
局
は
、
合
併
に
乗
り
遅
れ
ま
い
と
し
て
、
一
一
月
一
八
日

村
議
会
を
招
集
し
た
が
、
こ
の
空
気
を
知
っ
て
反
対
、
賛
成
両
派
村
民
が
む
し
ろ
旗
を
押
し
立

−1188−−1189−



 －4－

て
て
村
議
会
に
乗
り
込
ん
だ
た
め
議
事
進
行
が
で
き
ず
、
休
会
に
な
っ
た
。
合
併
を
急
ぐ
村
当

局
は
「
静
か
な
議
会
」
を
望
ん
で
翌
二
六
日
村
議
会
を
熊
本
市
の
自
治
会
館
に
招
集
し
、
村
議

定
員
一
六
人
中
病
気
一
人
を
除
き
一
五
人
が
定
刻
前
か
ら
顔
を
そ
ろ
え
、
ま
た
村
内
の
反
対
、

賛
成
両
派
を
始
め
事
態
を
心
配
し
た
関
係
村
民
約
五
〇
人
も
な
り
ゆ
き
を
見
守
っ
た
が
、
正
午

す
ぎ
に
な
っ
て
も
村
長
が
現
れ
ず
議
長
は
流
会
に
し
て
し
ま
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
事
態
も
あ
り
、
ま
た
、
議
長
が
五
か
町
村
合
併
反
対
派
で
あ
っ
た
た
め
、
議
事

運
営
は
困
難
を
極
め
た
が
、
合
併
推
進
委
員
会
は
一
六
対
一
一
で
五
か
町
村
合
併
を
決
議
し
て

い
た
の
で
、
結
局
議
会
も
賛
成
多
数
で
五
か
町
村
合
併
を
議
決
し
た
。 

ま
た
白
旗
村
で
は
、
議
長
が
五
か
町
村
合
併
賛
成
派
で
あ
っ
た
た
め
、
議
長
不
信
任
案
が
可

決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
無
効
と
し
て
強
行
議
決
に
も
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
合
併
賛
成

と
反
対
が
同
数
で
あ
っ
た
た
め
、
議
長
が
合
併
賛
成
を
決
定
す
る
な
ど
の
困
難
が
あ
っ
た
が
、

甲
佐
、
宮
内
、
龍
野
の
三
か
町
村
の
議
会
で
は
平
穏
に
審
議
さ
れ
、
全
員
一
致
で
五
か
町
村
合

併
が
議
決
さ
れ
た
。 

こ
う
し
て
、
甲
佐
町
な
ど
五
か
町
村
は
、
三
〇
年
一
月
一
日
新
甲
佐
町
と
し
て
発
足
し
た
が
、

合
併
後
は
、
合
併
前
に
み
ら
れ
た
感
情
的
対
立
は
自
然
に
解
消
し
て
い
っ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

甲
佐
町
、
宮
内
村
、
龍
野
村
、
白
旗
村
、
乙
女
村
を
合
併
し
町
を
つ
く
る
。 

（
二
） 

合
併
の
時
期 

 

昭
和
三
〇
年
一
月
一
日 

（
三
） 

新
町
名 

 

町
名
は
「
甲
佐
町
」
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

熊
本
県
上
益
城
郡
甲
佐
町
大
字
岩
下
一
九
四
番
地
（
現
甲
佐
町
役
場
）
に
置
き
、
新
庁
舎

は
甲
佐
町
地
内
に
置
く
。 

（
五
） 

役
場
出
張
所
の
位
置
お
よ
び
そ
の
事
務 

１ 

位
置 

ア 

宮
内
出
張
所 

上
益
城
郡
宮
内
村
大
字
小
鹿
（
旧
宮
内
村
役
場
庁
舎
） 

イ 

龍
野
出
張
所 

上
益
城
郡
龍
野
村
大
字
上
早
川
（
旧
龍
野
村
役
場
庁
舎
） 

ウ 

白
旗
出
張
所 

上
益
城
郡
白
旗
村
大
字
白
旗
（
旧
白
旗
村
役
場
庁
舎
） 

エ 

乙
女
出
張
所 

上
益
城
郡
乙
女
村
大
字
津
志
田
（
旧
乙
女
村
役
場
庁
舎
） 

２ 

職
員
の
定
数 
 

出
張
所
職
員
各
三
人
、
使
丁
各
一
人
を
置
く
。 

３ 

所
掌
事
務 

ア 

戸
籍
お
よ
び
住
民
登
録
に
関
す
る
事
務 

イ 

配
給
に
関
す
る
事
務 

ウ 

諸
証
明
に
関
す
る
事
務 

工 

町
税
そ
の
他
納
入
に
関
す
る
事
務 

オ 

そ
の
他
必
要
な
事
務 

（
六
） 

議
員
の
任
期 

 

昭
和
三
〇
年
二
月
二
八
日
ま
で
在
任
す
る
。 

（
七
） 

議
会
議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数 

選
挙
区
を
左
記
の
と
お
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
選
挙
区
は
合
併
後
最
初

の
選
挙
に
限
る
。 

第
一
選
挙
区 

現
甲
佐
町 

 

九
人 

第
二
選
挙
区 

現
宮
内
村 

 

三
人 

第
三
選
挙
区 

現
龍
野
村 

 

四
人 

第
四
選
挙
区 

現
白
旗
村 

 

四
人 

第
五
選
挙
区 

現
乙
女
村 

 

六
人 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六
人 

（
八
） 

農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

農
業
委
員
会
法
に
基
づ
き
、
一
地
区
農
業
委
員
会
を
置
き
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の

三
の
規
定
を
適
用
し
、
委
員
の
定
数
は
一
五
人
と
し
、
昭
和
三
〇
年
九
月
三
〇
日
ま
で
在
任

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
九
） 

教
育
委
員
会
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
、
委
員
の
定
数
を
五
人
と
し
、
そ
の
任

期
は
、
昭
和
三
〇
年
九
月
三
〇
日
ま
で
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 
町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ

る
合
併
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
身
分
を
保
有
せ
し
め
、

職
員
の
勤
務
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
合
併
町
村
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
そ
の
他
身
分

の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
す
べ
て
を
通
じ
て
公
正
に
処
理
す
る
。 
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３ 
 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
新
町
普
通
退
職
手
当
の
額
に
左
に
掲
げ
る
割
合
を
加

え
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

合
併
関
係
町
村
の
町
村
税
そ
の
他
の
収
入
金
で
収
入
未
済
分
は
、
町
村
合
併
と
同
時
に
新

町
に
引
き
継
ぐ
。

 
 

旧
宮
内
村
、
白
旗
村
、
乙
女
村
の
健
康
保
険
事
業
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
十
八
条
に
よ

り
存
続
し
、
新
町
は
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
か
ら
全
区
域
内
に
実
施
す
る
。

 
 

関
係
町
村
に
お
け
る
土
木
耕
地
お
よ
び
そ
の
他
各
種
の
継
続
事
業
な
ら
び
に
既
定
計
画
事

業
は
、
継
承
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

 
 
 
 

ア 
 

合
併
後
一
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
は
、
本
俸
月
額
の
一
二
ヵ
月
分

 
 
 
 

イ 
 

合
併
後
四
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
は
、
本
俸
月
額
の
六
か
月
分

 
 
 
 

ウ 
 

合
併
後
一
二
か
月
以
内
に
退
職
し
た
者
は
、
本
俸
月
額
の
二
か
月
分

 
 

４ 
 

特
別
職
の
職
員
は
別
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
一
一
） 

 

助
役
の
定
数　
　

一
人
と
す
る
。

（
一
二
） 

 

部
落
嘱
託
員
の
設
置

　
　

合
併
関
係
町
村
の
嘱
託
員
は
こ
れ
を
存
置
し
、
逐
次
整
理
統
合
す
る
。

（
一
三
） 

 

資
産
お
よ
び
負
債
の
帰
属
処
分

 
 

１ 
 

行
政
財
産
、
一
般
基
本
財
産
、
特
別
基
本
財
産
は
い
っ
さ
い
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

 
 

２ 
 

負
債
（
一
借
入
金
を
除
く
）
は
全
額
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

（
一
四
） 

 

町
村
税
そ
の
他
の
滞
納
整
理

（
一
五
） 

 

町
お
よ
び
字
の
名
称　
　

省
略

（
一
六
） 

 

消
防
団
の
統
合

 
 

１ 
 

現
在
の
五
か
町
村
有
の
消
防
機
材
器
具
は
、
新
町
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

 
 

２ 
 

甲
佐
町
役
場
内
に
消
防
団
本
部
を
置
き
、
旧
各
町
村
に
分
団
を
設
置
す
る
。

（
一
七
） 

 

国
民
健
康
保
険

（
一
八
） 

 

各
種
事
業

（
一
九
） 

 

左
の
団
体
の
統
合
を
す
み
や
か
に
斡
旋
す
る
。

 
 
 
 

１ 
 

農
業
協
同
組
合

 
 
 
 

２ 
 

農
業
共
済
組
合

 
 
 
 

３ 
 

商
工
会

 
 
 
 

４ 
 

体
育
会

 
 
 
 

５ 
 

青
年
団

 
 
 
 

６ 
 

婦
人
会

 
 
 
 

７ 
 

そ
の
他

（
二
〇
） 

 

町
民
税
の
賦
課
率

 
 
 
 

昭
和
二
九
年
度
は
不
均
一
課
税
と
し
、
昭
和
三
〇
年
度
か
ら
均
一
課
税
と
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

町

村

名

甲

佐

町

宮

内

町

龍

野

村

白

旗

村

乙

女

村

沢

田

扶

堀

本

吉

蔵

松

永

鶴

雄

山

下

光

憲

徳
山
亀
次
郎

橋

本

政

喜

田

上

勝

蔵

福

永

清

八

大

塚

武

平

井

本

清

俊

緒
方
太
一
郎

伊

藤

勇

緒

方

光

雄

内

村

龍

象

布

田

健

二

高

見

市

蔵

井

芹

兵

蔵

園

田

弥

一

本

田

熊

喜

成

田

末

彦

梅

田

実

井

上

軍

蔵

増

浪

繁

勝

城

英

雄

日

隈

孝
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５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

区

分

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

都
市
的

業

態

戸人
千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人人人

平
方
粁

商
工
業

そ
の
他

そ
の
他

計計
農

業

官

公

署

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市
町
村
税
納
税
額

前
年
度
予
算
総
額

生

産

額

鉱
工
産

農

産

そ
の
他

計

一
八
、
五
〇
四

三
、
四
二
三

五
七
・
三
五

三
、
〇
五
〇

一
、
三
四
二

四
、
三
九
二

一
一
、
五
八
一

二
、
五
一
四

一
四
、
一
一
二

一
七三一

一
七
、
四
二
二

五
、
〇
〇
一

三
四
、
六
五
八

七
三
、
九
二
七

―

四
二
、
三
三
八

三
九
七
、
二
七
六

二
四
、
三
八
六

四
七
四
、
〇
〇
〇

六
、
三
六
一

一
、
二
二
九

九
・
一
五

二
、
三
五
〇

四
一
四

二
、
七
六
四

三
、
〇
八
九

五
〇
八

三
、
五
九
七五一一

六
、
四
八
七

三
、
九
六
四

八
、
八
一
〇

一
八
、
二
七
六

―

四
二
〇

八
八
、
五
三
〇

八
七
五

八
九
、
八
二
五

一
、
八
三
九

三
四
一

一
四
・
〇
〇

一
六

一
八

三
四

六
八
三

一
、
八
〇
五

一
、
一
二
二三一

―

六
〇
一

二
〇
三

六
、
二
八
六

一
二
、
七
八
六

―

三
六
、
九
一
八

一
六
、
六
七
一

五
、
五
一
一

五
九
、
一
〇
〇

三
、
九
六
九

一
一
、
七
七
一

―

五
、
〇
〇
〇

七
八
、
二
七
五

三
、
〇
〇
〇

八
六
、
二
七
五

二
、
七
〇
九

四
九
三

一
二
・
三
九

三
二
七

四
〇
六

七
三
三

一
、
七
七
二

二
〇
四

一
、
九
七
六四

――

一
、
五
八
八

二
五
三

三
、
二
五
二

六
二
〇

七
・
四
五

二
八
九

二
八
九

二
、
七
〇
五

二
五
八

二
、
六
九
三二一

―
五
、
二
〇
〇

三
一
八

六
、
五
四
三

一
一
、
六
六
四

――

一
〇
一
、
六
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇

一
一
一
、
六
〇
〇

四
、
三
四
三

七
四
〇

一
四
・
三
六

六
八

五
〇
四

五
七
二

三
、
三
三
二

四
二
二

三
、
七
七
一三

――

三
、
五
四
六

二
六
三

九
、
〇
五
〇

一
九
、
四
三
〇

――

一
一
二
、
二
〇
〇

一
五
、
〇
〇
〇

一
二
七
、
二
〇
〇

そ
の
他

の
業
態

中
学
校
以

上
の
学
校

会
社
、工
場
、

事
業
場

資
本
金
五
百

万
円
以
上

（

）
甲
佐
町

甲
佐
町

合

併

町

村

宮
内
村

龍
野
村

白
旗
村

乙
女
村
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